
令和７年度 第１回鹿児島県交通渋滞対策協議会 

議事概要 

１． 日 時 令和７年９月４日（木）１３：３０～１５：３０ 

２． 議 事 

１）これまでの検討経緯 

２）主要渋滞箇所のモニタリング状況・解除の検討 

３）主要渋滞箇所の対策状況 

４）主要渋滞箇所の対策検討・立案 

５）官民連携による渋滞対策 

６）TDM 施策の取り組みについて 

７）観光繁忙期等の渋滞状況 

８）次回鹿児島県交通渋滞対策協議会に向けた検討項目 

９）各機関からの情報提供等 

３． 議事要旨 

◎主要渋滞箇所の渋滞対策について 

● 令和５年度対策実施済の３箇所について、特定解除フローに基づく現地調査

を行った結果、渋滞が確認されたため、経過観察とすることを確認した。 

● 主要渋滞箇所（１２３箇所）について、各機関で引き続き渋滞対策の検討を

行うとともに、モニタリング調査を継続することを確認した。 

● 渋滞対策の取り組み状況及び今年度以降に実施予定の主要渋滞箇所の対策

内容について確認した。 

◎官民連携による渋滞対策について 

● トラック・バス・タクシー事業者から要望のある渋滞箇所の対策について引

き続き検討することを確認した。 

◎TDM 施策の取り組みについて 

● 時差出勤や公共交通利用促進を主体とした交通需要マネジメント（TDM）施策

の取組状況及び効果検証結果について確認した。 

● 引き続き関係者で協力して TDM 施策を実施していくことを確認した。 

以上 
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本日の進め方

1

ＴＤＭの実施状況報告と
今後の取組内容の承認

ポイント２・・・

１．これまでの検討経緯

７．観光繁忙期等の渋滞状況

２．主要渋滞箇所のモニタリング状況・解除の検討

５．官民連携による渋滞対策

６．ＴＤＭ施策の取り組みについて

３．主要渋滞箇所の対策状況

本日のポイント

解除の可否の承認ポイント１・・・

４．主要渋滞箇所の対策検討・立案

８．次回鹿児島県交通渋滞対策協議会に向けた検討項目



１．これまでの検討経緯

2

（１）これまでの検討経緯

○平成25年1月に主要渋滞箇所を公表し、以降、主要渋滞箇所への対応の基本方針や、今後の取り組みに対する協議を実施。

○鹿児島県交通渋滞対策協議会（H24.7/H24.8/H24.12）
○パブリックコメントの実施（一般道路・高速道路）

協議会等の実施状況 主要渋滞箇所に関する協議内容

主要渋滞箇所の公表（Ｈ25.1）

鹿児島県内の一般道路129箇所を選定・公表平成24年度

○鹿児島県交通渋滞対策協議会（H26.2）平成25年度

○鹿児島県交通渋滞対策協議会（H27. 9）
○鹿児島エリアワーキング（H28.1）

渋滞対策の基本方針・検討マネジメントサイクルを決定

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和2年度
～令和4年度

令和元年度

令和6年度

○鹿児島エリアワーキング（H28.7/H29.2）
○鹿児島県交通渋滞対策協議会（H28.7）

○鹿児島エリアワーキング（H29.7/H29.11/H30.2）
○鹿児島県交通渋滞対策協議会（H29.7）

○鹿児島エリアワーキング（H30.7/H31.1）
○鹿児島県交通渋滞対策協議会（H30.8/H31.3）

○鹿児島エリアワーキング（R1.8/R2.2）
○鹿児島県交通渋滞対策協議会（R1.8/R2.3）

○鹿児島エリアワーキング（R2.8/R3.2/R3.7/R4.2/R4.8）
○鹿児島県交通渋滞対策協議会（R2.8/R3.3/R3.8/R4.3/R4.9）

○鹿児島エリアワーキング（R6.7）
○鹿児島県交通渋滞対策協議会（R6.8）

主要渋滞箇所（一般道）の取扱（解除）フローの承認

「平川町交差点」の解除承認

「産業道路南入口交差点」の解除承認

主要渋滞箇所（一般道）の取扱（解除）フローの見直し

「田上ランプ交差点」、「加治木IC交差点」、
「吉野町帯迫中央交差点」、「仮）東開町３交差点」の解除承認

○鹿児島エリアワーキング（R5.7）
○鹿児島県交通渋滞対策協議会（R5.8）

令和5年度 主要渋滞箇所（一般道）の取扱（解除）フローの見直し

主要渋滞
箇所数

129箇所

128箇所

127箇所

123箇所

123箇所令和7年度
○鹿児島エリアワーキング（R7.8）
○鹿児島県交通渋滞対策協議会（R7.9）



１．これまでの検討経緯
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鹿児島市エリア106箇所

姶良市エリア7箇所

①平川町交差点

②産業道路南入口交差点

エリア

凡例

主要渋滞箇所数

現在当初

123箇所129箇所

箇所数集約区間数

14箇所
46区間

（109箇所）

■ 鹿児島県内の主要渋滞箇所（一般道）

箇所：単独で主要渋滞箇所を形成

区間：交差点等が連担するなど、速度低下箇所が連続し
ており、複数の主要渋滞箇所を含む区間

主要渋滞箇所の状況

○鹿児島県内の主要渋滞箇所は、平成25年1月に129箇所を選定・公表。
○これまでの対策実施による渋滞改善により、6箇所の解除を行い現在123箇所が残存。
○県内の主要渋滞箇所の約9割が鹿児島市に集中。

（２）現在の主要渋滞箇所の状況

6箇所解除

解除済み箇所 ③田上ランプ交差点

⑤吉野町帯迫中央交差点

⑥仮）東開町３交差点

鹿児島県内
123箇所

■ 主要渋滞箇所の市町別内訳

鹿児島市
106箇所

86%

姶良市
7箇所

6%

霧島市
6箇所

5%

その他
4箇所

3%

■ 主要渋滞箇所既解除箇所

R5年度に、主要渋滞箇所の特定解除フローについて見直し（P8）

解除理由解除
年度交差点名

・全方向で旅行速度20km/h以上
・渋滞発生無し（現地確認）

H28①平川町

H29②産業道路南入口

一部区間で旅行速度20km/h未満
・現地渋滞発生無し
・信号待ち2回以上の台数5%未満

R1

③田上ランプ
④加治木IC
⑤吉野町帯迫中央
⑥仮）東開町３

④加治木IC交差点

霧島市エリア6箇所薩摩川内市エリア1箇所

奄美市エリア1箇所

鹿屋市エリア2箇所



主要渋滞箇所の経過観察
※定期的にモニタリングを実施

主要渋滞箇所の特定解除
※協議会資料等で公表

２．主要渋滞箇所のモニタリング状況・解除の検討

〇1年目に「対策の実施」、2年目に「ETC2.0データの蓄積」、3年目に「効果分析」を実施。

4

（１）主要渋滞箇所（一般道）の対策実施後の取扱（解除）について

主要渋滞箇所の対策実施後の流れ

時

系

列

1年目

2年目

3年目

令和７年度 効果分析実施箇所
（令和５年度 対策実施箇所）

・産業道路入口交差点（国）
・照国神社前交差点（国）
・平田橋交差点（国）

対策の実施

ETC２．０データの蓄積（１年間）

主要渋滞箇所 解除の検討
（現地調査、データ解析）

・ハード対策、ソフト対策の実施

渋滞無し 渋滞有り

令和７年度 経過観察箇所
（令和６年度 対策実施箇所）

・森南交差点（国）
・玉里団地入口交差点（市） ※2

令和７年度以降対策実施予定箇所 ※1

・鶴ケ崎入口交差点（国）
・笹貫陸橋交差点（国）
・南港交差点（県）
・新栄町交差点（県）
・西田町交差点（市）
・鹿屋市古里町交差点（国）

今回実施

4年目

※1現時点の実施予定であり、追加・変更となる可能性
がある。

※2玉里団地入口交差点は、令和5年度に東側流入部の
右折車線を延伸。令和6年度に西側流入部の左折車
線を新設。



２．主要渋滞箇所のモニタリング状況・解除の検討

〇鹿児島市エリアは、令和6年度までに21箇所の効果分析を実施済み。

（２）平成２５年１月以降の対策済み箇所（１／３）

効果分析実施済み箇所（鹿児島市エリア）：21箇所

継続
現地
調査

完了
年次

道路
管理者

ソフト施策
【実施者】

ハード施策
【実施者】

主要渋滞箇所名路線No.

○R1.8H25.9直轄鹿児島東西道路整備【直轄】建部神社前国道3号１
○R2.3H25.9県鹿児島東西道路整備【直轄】武岡団地西入口県道24号２

○R2.3H25.9県鹿児島東西道路整備【直轄】田上橋県道24号３

○R2.3H28.5県
左折車線増設【県】
バスベイ新設【県】

武町県道24号４

○
R2.3
R5.6

H26.9
R4.3

県
矢印式信号機設置【県警】右折車線延伸【県】

左折車線増設【県】
中洲電停県道24号５

○R2.3H27.2県左折車線の増設・延伸【県】南港南口県道217号６

○R2.3
H26.2
H27.11

県
左折車線の新設【県】
右折車線の増設【市】

金属団地県道217号７

○R1.8H28.3直轄
谷山地区連続立体改良
（立体化）【市】

清見橋北国道225号８

○R1.8
H27.12
H29.2

直轄
右折車線の延伸・歩道新設・拡
幅【直轄】
右折車線新設【県】

和田坂国道225号９

○R2.3H30.1県県道小山田谷山線整備【県】皇徳寺団地東口県道210号１０

○R1.8H27.3直轄カラー舗装【直轄】右折車線の延伸【直轄】伊敷団地入口国道3号１１
○R2.8H31.3直轄カラー舗装【直轄】紫原団地入口国道225号１２

○R2.8H31.1県
ゼブラ消去による
右折車線延伸【県】

南港県道217号１３

○R3.7R1.6県
路面標示
（右折矢印）【県】

加治屋町県道21号２１

○R3.7R2.3直轄
路面標示（案内標識とあわせ
た標示）【直轄】

谷山港区入口国道225号２２

○R3.7R1.11市
中央帯区画線縮小による
右折車線の延伸【市】

荒田市道中洲通線２３

○R3.7R2.2市
路肩縮小による
右折車線新設【市】

仮）新栄町7市道新栄16号線２４

○R4.7R3.3県左折車線の新設（２車線）【県】仮）山田下県道210号２５

○R4.7R2.7直轄
（都）南清見諏訪線整備（谷山
駅周辺地区土地区画整理事業）
【市】

谷山駅前国道225号２６

○R5.6R3.8県右折車線の延伸【県】山田永吉入佐鹿児島線２８

○R5.6R4.1市右折車線の延伸【市】玉江橋西口市道ｱﾘｰﾅ中央通線２９

【鹿児島市エリア（106箇所）】
N

11

①平川町
交差点

③田上ランプ
交差点

⑤吉野町帯迫
中央交差点

②産業道路南
入口交差点

⑥仮）東開町３
交差点

：主要渋滞箇所（対策済）

：主要渋滞箇所（未対策）

：解除済箇所

：主要渋滞区間

：平成25年1月以降に整備された
主な道路事業
※主要渋滞箇所の交通状況に影響があると
思われる事業

29

1
21

2
3

8

4 5 2328
10

25 12
13
6

7

24

26

22

9

35

36
37

令和７年度 効果分析実施箇所（鹿児島市エリア）：3箇所

継続
現地
調査

完了
年次

道路
管理者

ソフト施策
【実施者】

ハード施策
【実施者】

主要渋滞箇所名路線No.

○R7.6R5.6直轄
路面標示（矢羽根の案内先変
更,右折導流帯設置等）【直轄】

産業道路入口国道225号３５

○R7.6R6.2直轄カラー舗装【直轄】照国神社前国道3号,10号,225号３６

○R7.6R6.2直轄
カラー舗装【直轄】
道路標識のカラー化【直轄】

平田橋国道3号３７

令和７年度 経過観察箇所（鹿児島市エリア）：1箇所

継続
現地
調査

完了
年次

道路
管理者

ソフト施策
【実施者】

ハード施策
【実施者】

主要渋滞箇所名路線No.

--
R6.3
R7.3

市
右折車線の延伸【市】
左折車線の新設【市】

玉里団地入口市道冷水線３９

39

5



（２）平成２５年１月以降の対策済み箇所（２／３）

２．主要渋滞箇所のモニタリング状況・解除の検討

N

N
【薩摩川内市エリア(1箇所)】

【奄美市エリア(1箇所)】

N
【鹿屋市エリア(2箇所)】

6

：主要渋滞箇所（対策済）

：主要渋滞箇所（未対策）

：解除済箇所

：主要渋滞区間

：平成25年1月以降に整備された
主な道路事業
※主要渋滞箇所の交通状況に影響があると

思われる事業

効果分析実施済み箇所（薩摩川内市・鹿屋市・奄美市エリア）：3箇所

継続
現地
調査

完了
年次

道路
管理者

ソフト施策
【実施者】

ハード施策
【実施者】

主要渋滞箇所名路線No.

○R2.3H27.3直轄
川内隈之城道路整備
【直轄】

川内駅国道3号１６

○R2.3H26.12直轄串良鹿屋道路整備【県】札元269国道220号１７

○R2.3H26.9県右折車線の延伸【県】左折車線の新設【県】永田橋国道58号１８

〇薩摩川内市エリア、鹿屋市エリア、奄美市エリアは、令和6年度までに3箇所の効果分析を実施済み。

16

17

18



（２）平成２５年１月以降の対策済み箇所（３／３）

２．主要渋滞箇所のモニタリング状況・解除の検討

7

【姶良市エリア(7箇所)】 N【霧島市エリア(6箇所)】N

④加治木IC
交差点

：主要渋滞箇所（対策済）

：主要渋滞箇所（未対策）

：解除済箇所

：主要渋滞区間

：平成25年1月以降に整備された
主な道路事業
※主要渋滞箇所の交通状況に影響があると
思われる事業

〇姶良市エリア、霧島市エリアは、令和6年度までに10箇所の効果分析を実施済み。

効果分析実施済み箇所（姶良市・霧島市エリア）：10箇所

継続
現地
調査

完了
年次

道路
管理者

ソフト施策
【実施者】

ハード施策
【実施者】

主要渋滞箇所名路線No.

○R2.3H25.3直轄
加治木バイパス整備
（4車線化）【直轄】

加治木朝日町国道10号１４

○R2.3H25.3直轄
加治木バイパス整備
（4車線化）【直轄】

日木山国道10号１５

○R2.8
H25.3
H31.3

直轄カラー舗装【直轄】
加治木バイパス整備
（4車線化）【直轄】

加治木団地入口国道10号１９

○R2.8
H25.3
H31.3

直轄カラー舗装【直轄】
加治木バイパス整備
（4車線化）【直轄】

みろく国道10号２０

○R4.7R3.2直轄
交差点のコンパクト化
右折導流線の設置・更新【直
轄】

東岩原国道10号２７

○R6.7

R3.12

R4.7
直轄

路面標示・区画線への見直し
【直轄】
ラバーポールの設置【直轄】

仮）国道10号脇元
合流部

国道10号３０

○R5.6R3.8県右折車線の延伸【県】木之房国道223号３１

○R5.6

R2.12
R4.2

県

都）新町線２街路事業【県】
市道国分銅田線【市】

向花五差路日当山敷根線３２

○R5.6県
仮）国分中央高校
前バス停付近

日当山敷根線３３

○R5.6県国分市川跡国分霧島線３４

14

15

19

27

30

31

32

3334
20

令和７年度 経過観察箇所（姶良市・霧島市エリア）：1箇所

継続
現地
調査

完了
年次

道路
管理者

ソフト施策
【実施者】

ハード施策
【実施者】

主要渋滞箇所名路線No.

--R6.11直轄右折車線延伸【直轄】森南国道10号３８

38
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２．主要渋滞箇所のモニタリング状況・解除の検討

（３）主要渋滞箇所（一般道）の取扱（解除）について

○令和5年度に主要渋滞箇所の特定解除フローについて見直しを実施。
○令和6年度までに6箇所が特定解除され、現在123箇所が残存。
○今回、3箇所の対策済み箇所で現地調査を実施。

※ （  ）書きについては、今年度現地調査実施箇所

渋滞対策
協議会

ＮＯＹＥＳ

渋滞有

渋滞無

ＮＯ

変化要因確認済

モニタリング済

ＹＥＳ

渋滞無

渋滞無渋滞有

主要渋滞箇所

主要渋滞箇所の特定要件クリア

通過時間の検証
※信号待ち２回以上の

台数シェアをデータにより検証

未対策箇所

主要渋滞箇所の特定要件クリア(２年間)

123箇所（3箇所）

84箇所

84箇所

123箇所
（8箇所）

渋滞無

変化要因の確認
※交通状況や沿道状況等の変化を確認

渋滞有

対策済箇所 39箇所

渋滞有

現地調査
※渋滞長等を計測

変化要因確認済

数年間現地モニタリング
※概ね２年間のモニタリングで渋滞が

無いもしくは少ないことを確認

84箇所

37箇所（3箇所）

主要渋滞箇所の特定解除
※協議会資料等で公表

主要渋滞箇所の経過観察
※定期的にモニタリングを実施

※渋滞の規模が許容できる程度を確認した場合は『渋滞無』と判断してよい。

37箇所（3箇所）

渋滞協委員からの提案箇所

（R5：3箇所）

（R6：2箇所）

37箇所（3箇所）

データ蓄積（１年間）

・対策済モニタリング箇所：39箇所（うちR6対策2箇所）
・未対策モニタリング箇所：84箇所



２．主要渋滞箇所のモニタリング状況・解除の検討
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（４）交通状況のモニタリング （「選定時」及び「最新」時点での速度データの比較）

【平均旅行速度】
：20km/h  未満

－ ：データなし

【対策効果】時間帯×方向の改善割合
：1km/h以上改善した割合70％以上
： 〃 30以上～70％未満
： 〃 30％未満

改善傾向

一部改善

改善なし

〇令和4年度までに対策した箇所のうち、令和6年度までに経過観察となった34箇所については、最新のETC2.0データで速度改善が確認できないため、
今年度は現地調査を実施しない。

〇令和7年度は、令和5年度に対策が完了した3箇所に対して現地調査を実施。

平日朝 平日夕 休日昼 平日朝 平日夕 休日昼 平日朝 平日夕 休日昼

35 北東 国225 27.0 14.9 25.3 30.0 19.8 27.4 3.0 4.9 2.1

南西 国225 12.4 19.6 21.8 17.8 25.5 23.0 5.4 6.0 1.3

南 県217 4.8 3.7 3.6 4.6 3.7 4.6 -0.2 -0.0 0.9

36 北西 市道等 6.6 5.5 5.6 6.3 5.9 4.9 -0.3 0.3 -0.7

北東 国10 21.4 16.9 14.3 23.9 11.5 18.8 2.5 -5.4 4.5

南西 国3 10.8 13.8 13.8 31.4 19.9 19.7 20.6 6.0 5.9

南東 国225 6.0 4.5 4.7 5.5 4.4 4.6 -0.5 -0.1 -0.1

37 北西 国3 10.5 8.1 9.8 12.8 15.5 17.3 2.3 7.4 7.5

北東 国3 6.5 4.9 6.3 6.8 5.9 7.6 0.3 1.0 1.3

西 市道等 6.2 12.6 12.2 6.2 11.8 11.2 -0.0 -0.8 -0.9

南 市道等 14.3 20.1 27.0 13.4 9.8 12.6 -0.8 -10.3 -14.4

南東 市道等 8.4 8.6 8.0 10.8 8.8 12.3 2.4 0.2 4.3

完了
年次

今後の対応
(既存計画路線等)

方角 路線名対策内容

①選定時平均速度（km/h）
【H24.9～H25.2】

差分
【②－①】No

②最新平均速度（km/h）
【R6.4～R7.3】交差点名 対策事業名

現地状況
（調査月）

対応
方針

対策効果

経過
観察

照国神社前 路面標示 路面標示の見直し（カ
ラー舗装）

R6.2 鹿児島北バイパス

42% 一部改善
渋滞有り

（R7年6月）
経過
観察

産業道路入口 路面標示 路面標示の見直し
（矢羽根の案内先変
更、右折導流帯設置
等）

R5.6 対策事業なし

67% 一部改善
渋滞有り

（R7年6月）

経過
観察

平田橋 路面標示・道
路標識

路面標示の見直し（カ
ラー舗装）
道路標識のカラー化

R6.2 鹿児島東西道路

40% 一部改善
渋滞有り

（R7年6月）
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備考
（調査日）

主要渋滞箇所
の

特定解除

対策

効果の
有無※4

通過
時間※3

現地
調査※2

旅行

速度※1主要渋滞箇所名No

R7.6.18（水）
7時～9時調査実施

✕○✕✕✕産業道路入口交差点（国）３５

R7.6.18（水）
17時～19時調査実施

✕○✕✕✕照国神社前交差点（国）３６

R7.6.18（水）
7時～9時調査実施

✕○✕✕✕平田橋交差点（国）３７

（５）交通状況のモニタリング （検証結果）

〇「産業道路入口」、「照国神社前」、「平田橋」、の各交差点における現地調査の結果、渋滞が発生していることを確認した。

※1 〇：いずれの方向でも旅行速度が20km/h超、 ×：いずれかの方向で旅行速度が20km/h未満
※2 〇：いずれの方向でも渋滞が確認されない、 ×：いずれかの方向で渋滞が発生
※3 〇：いずれの方向でも信号待ち2回以上が5%未満、×：いずれかの方向で信号待ち2回以上が5%超
※4 〇：対策実施方向で旅行速度が1㎞/h以上改善、 ×：対策実施方向で旅行速度が改善していない



〇路面標示の見直し（R5.6）

（６）国道２２５号 産業道路入口交差点（国）

【対策】

２．主要渋滞箇所のモニタリング状況・解除の検討 R5年度実施済
（R5.6実施）

《位置図①》 《位置図②》
鹿児島県

鹿児島市

N

産業道路入口交差点

N

産業道路入口交差点

11

路面標示の見直し（矢羽根の案内先変更、右折導流帯設置等）

対策前対策前 ◆交差点が大きく、車両が通過するのに
時間がかかるなど処理能力が低い

◆使用する車線に偏りが発生し、車線が
有効活用されていない

◆隣接交差点の右折車両が多く、
交差点内に滞留している。

産業道路入口交差点 新川橋交差点 至

鹿
児
島
市
街
地

至

指
宿
市

至 鹿児島市街地

至

紫
原
団
地

Ｎ

産業道路（至 指宿市）

紫原団地入口交差点

：右左折交通：直進交通

対策後対策後

産業道路入口交差点
新川橋交差点

◆路面標示の見直し（矢羽根の案内先変更）
※第２、３車線→第１、２車線

至

鹿
児
島
市
街
地

至

指
宿
市

至 鹿児島市街地

至

紫
原
団
地

Ｎ

産業道路（至 指宿市）

紫原団地入口交差点

◆路面標示の見直し
（右折導流帯の設置）

：右左折交通：直進交通

至 鹿児島市街地

至 指宿市

交通量が多く、交通容量が不足
また、走行車線に偏りが発生

写真① 対策前対策前

至 指宿市

至 鹿児島市街地

写真② 対策後対策後

第1車線の利用が増加し、
交通処理能力が向上

平均速度（km/h）

休日昼平日夕平日朝

3.63.74.8H24.9～H25.2平均

4.63.74.6R6.4～R7.3平均

データ：プローブデータ（各流入方向の最低速度を記載）

▼主要渋滞箇所の点検（モニタリング）結果

至

指
宿
市

至

鹿
児
島
市
街
地

N

産業道路入口交差点

新川橋交差点

産業道路（至 指宿市）



至

指
宿
市

至

鹿
児
島
市
街
地

N

産業道路入口交差点

新川橋交差点

産業道路（至 指宿市）

従道路主道路

方向③（南）方向②（南西）方向①（北東）

県道217号線国道225号国道225号

路面標示の見直し路面標示の見直し対策無

20km/h未満（km/h）20km/h未満（km/h）20km/h未満（km/h）

旅
行
速
度

■選定時 ■最新■選定時 ■最新■選定時 ■最新

渋滞有り渋滞無し渋滞無し現
地
調
査

最大滞留長：540m
最大渋滞長：330m

最大滞留長：80m
最大渋滞長： 0m

最大滞留長：60m
最大渋滞長： 0m

66.8％0.0％0.0％

通
過
時
間

主要渋滞箇所の継続

２．主要渋滞箇所のモニタリング状況・解除の検討
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【位置図】 【フォローアップ結果】

【参考】信号現示

〇路面標示の見直しを実施した方向②は速度が改善しているが平日朝は20㎞/h未満となっている。一方、方向③は速度の改善が見られない。
〇現地調査では、方向③で渋滞が確認されており、通過時間の検証では方向③で渋滞の発生が確認された。
〇以上の結果から、主要渋滞箇所の経過観察とする。

（６）国道２２５号 産業道路入口交差点（国）

※ R7.6.18（水） 7時～9時

従道路主道路

方向③方向②方向①

46秒122秒122秒青時間

26%68%68%青時間比

180秒サイクル長

方向①

方向③

方向②

※旅行速度：選定時（H24.9～H25.2）、最新（R6.4～R7.3）
※現地調査：R7.6.18（水）7時00分～9時00分 ※通過時間： ETC2.0 （R6.4～R7.3）

0
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40

平日朝 平日夕 休日昼
0
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20

30

40

平日朝 平日夕 休日昼
0
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40

平日朝 平日夕 休日昼



至 平田橋交差点

至 仙巌園
交差点規模が大きく、処理能力が低い
見通しの悪い交差点形状

対策前対策前写真①

路面標示の見直し【対策】

対策前対策前
《位置図①》 《位置図②》

鹿児島県

鹿児島市

N

照国神社前交差点

対策後対策後
至

平
田
橋
交
差
点

至

平
田
橋
交
差
点

至

仙
巌
園

至

仙
巌
園

至 照国神社

至 照国神社

至 天文館

至 天文館

照国神社前交差点 ◆交差点が大きく、車両が
通過するのに時間がかかるなど
処理能力が低い

車線の減少
◆路面標示の見直し

（カラー舗装）

Ｎ

◆見通しが悪く、安全性が低い

13

至

平
田
橋
交
差
点

至

照
国
神
社

至 仙巌園

N

照国神社前交差点

至

天
文
館

２．主要渋滞箇所のモニタリング状況・解除の検討

照国神社前交差点

照国神社前交差点

N
：右折交通：直進交通

：右折交通：直進交通

R5年度実施済
（R6.2実施）

〇路面標示の見直し（カラー舗装）（R6.2）

▼主要渋滞箇所の点検（モニタリング）結果

（７）国道３号、１０号、２２５号 照国神社前交差点（国）

データ：プローブデータ（各流入方向の最低速度を記載）

平均速度（km/h）

休日昼平日夕平日朝

4.74.56.0H24.9～H25.2平均

4.64.45.5R6.4～R7.3平均

対策後対策後写真②

右折車の走行位置を明示

至 平田橋交差点

至 仙巌園

Ｎ



至

平
田
橋
交
差
点

至

照
国
神
社

至 仙巌園

照国神社前交差点

N

至

天
文
館

従道路主道路

方向③④方向①②

33秒105秒青時間

21%66%青時間比

160秒サイクル長

２．主要渋滞箇所のモニタリング状況・解除の検討
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【位置図】 【フォローアップ結果】

【参考】信号現示

（７）国道３号、１０号、２２５号 照国神社前交差点（国）

※R7.6.18（水） 17時～19時

方向①

方向③

方向②

方向④

※旅行速度：選定時（H24.9～H25.2）、最新（R6.4～R7.3）
※現地調査：R7.6.18（水）17時00分～19時00分 ※通過時間： ETC2.0 （R6.4～R7.3）

〇カラー舗装を実施した方向①②は速度が改善傾向にあるが、方向①②の平日夕、休日昼で20㎞/h未満となっている。
〇現地調査では、方向①④で渋滞が確認されており、通過時間の検証では方向④で渋滞の発生が確認された。
〇以上の結果から、主要渋滞箇所の経過観察とする。

従道路主道路

方向④（南東）方向③（北西）方向②（南西）方向①（北東）

国道225号市道等国道3号国道10号

対策無対策無路面標示の見直し路面標示の見直し

20km/h未満（km/h）20km/h未満（km/h）20km/h未満（km/h）20km/h未満（km/h）

旅
行
速
度

■選定時 ■最新■選定時 ■最新■選定時 ■最新■選定時 ■最新

渋滞有り渋滞無し渋滞無し渋滞有り現
地
調
査

最大滞留長：100m
最大渋滞長： 50m

最大滞留長：50m
最大渋滞長： 0m

最大滞留長：60m
最大渋滞長： 0m

最大滞留長：270m
最大渋滞長： 50m

7.5％0.7％0.1％2.4％

通
過
時
間

主要渋滞箇所の継続

0

10

20

30

40

平日朝 平日夕 休日昼
0

10

20

30

40

平日朝 平日夕 休日昼
0

10

20

30

40

平日朝 平日夕 休日昼
0

10

20

30

40

平日朝 平日夕 休日昼

0

5

10

15

20

100 200 300
通過時間（秒）

（百台）

サイクル長

160秒

サンプル数 ： 4,371台

集計区間長 ： 50ｍ

信号待ち

2回以上

信号待ち

1回以下

0

2

4

6

8

10

12

100 200 300
通過時間（秒）

（万台）

サイクル長

160秒

サンプル数 ： 133,325台

集計区間長 ： 60ｍ

信号待ち

2回以上

信号待ち

1回以下



至 鶴丸高校

至 照国神社

急な車線変更

対策前対策前写真①

路面標示の見直し（カラー舗装）、道路標識のカラー化【対策】
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２．主要渋滞箇所のモニタリング状況・解除の検討

《位置図①》 《位置図②》
鹿児島県

鹿児島市

N

平田橋交差点

右折交通(国道3号方面)
左折・直進交通

右折交通(国道3号方面)
左折・直進交通

導流路に合わせた
道路標識のカラー化

Ｎ

対策前対策前

対策後対策後

加治屋町

Kagoshimacuo Sta.
⿅児島中央駅

⿅児島北IC
KAGOSHIMA-KitaKajiyacho

いちき串⽊野
Ichikikushikino

薩摩川内
Satsumasendai

至

照
国
神
社

至

照
国
神
社

至 加治屋町

至 加治屋町

至 伊敷団地

至 伊敷団地

至

鶴
丸
高
校

至

鶴
丸
高
校

国道３号右折専用レーンを
示す導流路の設置

◆交差点手前での急な車線変更による後続車阻害が発生

交差点内の右折誘導
矢羽根設置

平田橋交差点

平田橋交差点

至 伊敷団地

至

鶴
丸
高
校

至

照
国
神
社

至 加治屋町

N

平田橋交差点

平田橋交差点

N

R5年度実施済
（R6.2実施）

〇カラー舗装・道路標識のカラー化（R6.2）

▼主要渋滞箇所の点検（モニタリング）結果

（８）国道３号 平田橋交差点（国）

データ：プローブデータ（各流入方向の最低速度を記載）

Ｎ

平均速度（km/h）

休日昼平日夕平日朝

6.34.96.2H24.9～H25.2平均

7.65.96.2R6.4～R7.3平均

対策後対策後写真② 至 鶴丸高校

至 照国神社



0

1

2

3

4

100 200 300
通過時間（秒）

（万台）

サイクル長

180秒

サンプル数 ： 121,275台

集計区間長 ： 230ｍ

信号待ち

2回以上

信号待ち

1回以下

0

2

4

6

8

10

100 200 300 400
通過時間（秒）

（万台）

サイクル長

180秒

サンプル数 ： 194,142台

集計区間長 ： 160ｍ

信号待ち

2回以上

信号待ち

1回以下

至 伊敷団地

至

鶴
丸
高
校

至

照
国
神
社

至 加治屋町

平田橋交差点

N

２．主要渋滞箇所のモニタリング状況・解除の検討
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【位置図】 【フォローアップ結果】

【参考】信号現示

（８）国道３号 平田橋交差点（国）

※R7.6.18（水） 7時～9時

方向①

方向③

方向② 方向④

※旅行速度：選定時（H24.9～H25.2）、最新（R6.4～R7.3）
※現地調査：R7.6.18（水） 7時00分～9時00分※通過時間： ETC2.0 （R6.4～R7.3）

〇カラー舗装を実施した方向①は速度の改善が見られず、平日朝・夕、休日昼で20㎞/h未満となっている。
〇現地調査では、方向①②④で渋滞が確認されており、通過時間の検証では方向①③で渋滞の発生が確認された。
〇以上の結果から、主要渋滞箇所の経過観察とする。

主要渋滞箇所の継続

従道路主道路

方向④（南東）方向②（西）方向③（北西）方向①（北東）

市道等市道等国道3号国道3号

対策無対策無対策無
カラー舗装・

道路標識のカラー化
20km/h未満（km/h）20km/h未満（km/h）20km/h未満（km/h）20km/h未満（km/h）

旅
行
速
度

■選定時 ■最新■選定時 ■最新■選定時 ■最新■選定時 ■最新

渋滞有り渋滞有り渋滞無し渋滞有り現
地
調
査

最大滞留長：230m
最大渋滞長： 30m

最大滞留長：380m
最大渋滞長：240m

最大滞留長：160m
最大渋滞長： 0m

最大滞留長：280m
最大渋滞長：150m

3.7％8.5％1.2％13.2％

通
過
時
間

0

10

20

30

40

平日朝 平日夕 休日昼
0

10

20

30

40

平日朝 平日夕 休日昼
0

10

20

30

40

平日朝 平日夕 休日昼
0

10

20

30

40

平日朝 平日夕 休日昼

従道路主道路

方向④方向②方向③方向①

92秒49秒92秒49秒青時間

51%27%51%27%青時間比

180秒サイクル長

0

2
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12

100 200 300 400 500
通過時間（秒）

（千台）

サイクル長

180秒

サンプル数 ： 96,004台

集計区間長 ： 380ｍ

信号待ち

2回以上

信号待ち

1回以下

0
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4
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12

100 200 300 400 500
通過時間（秒）

（千台）

サイクル長

180秒

サンプル数 ： 120,830台

集計区間長 ： 280ｍ

信号待ち

2回以上

信号待ち

1回以下



（１）令和６年度対策実施済み箇所
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３．主要渋滞箇所の対策状況

〇令和6年度は、短期対策2箇所を実施済み。

■ 短期対策

対策時期対策概要課題路線交差点名（管理者）

令和6年度
（R6.11実施済み）

■右折車線延伸
約21m⇒約51m

（姶良市役所入口（旧宮島北）
約30m⇒約60m）

■近隣する大型商業施設や住宅街が
立地し、霧島市方面からの右折車両の
滞留により直進車両の阻害が発生

国道10号森南交差点（国）

令和5年度
（R6.3実施済み）

令和6年度
（R7.3実施済み）

■右折車線の延伸
約64m⇒約111m

■左折車線の新設
約86m

■右左折車両の滞留により直進車両の阻
害が発生

市道 冷水線玉里団地入口交差点（市）



対策前対策前

対策後対策後

森南交差点

至 JR帖佐駅

至

霧
島
市

至 県道42号線

至

鹿
児
島
市

至 JR帖佐駅

至

霧
島
市

至 県道42号線

◆右折する車両による後続車阻害が発生

右折車線延伸

右折車線延伸
：右折交通：直進交通

：右折交通：直進交通

右折滞留長 延長 約21m
右折滞留長 延長 約30m

右折滞留長 延長 約51m
右折滞留長 延長 約60m

姶良市役所入口交差点
（旧宮島北交差点）

◆右折する車両による後続車阻害が発生

至

鹿
児
島
市

森南交差点
姶良市役所入口交差点
（旧宮島北交差点）
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３．主要渋滞箇所の対策状況 R6年度実施済
（R6.11実施）

（２）短期対策 国道１０号 森南交差点（国）

鹿児島県

鹿児島市

N

《位置図①》 《位置図②》

森南交差点

森南交差点

N
N

至 県道42号線 至 霧島市

至 JR帖佐駅至 鹿児島市

＜課題＞
■近隣に大型商業施設や住宅街が立地し、霧島市方面からの

右折車両の滞留により直進車両の阻害が発生

＜対策方針＞
■右折車線延伸

課題・対策方針

右折車線延伸(R6.11) ※姶良市役所入口交差点（旧宮島北交差点）も一体で検討【対策】

写真①

R6.10.6（日）13時台

森南交差点

写真②

R7.1.7（火）12時台

対策後対策後

対策前対策前至 森南交差点

至 霧島市

至 森南交差点

至 霧島市

直進車がスムーズに走行

右折車両による直進阻害



玉里団地入口交差点

N

（３）短期対策 市道 冷水線 玉里団地入口交差点（市）

鹿児島県

鹿児島市

至 玉里団地

Ｎ

至

国
道
３
号

至

国
道
10
号

＜課題＞
■玉里団地方面への交通が多く、市道 冷水線は右左折車両の

滞留により直進車両の阻害が発生

＜対策方針＞
■左折車線の新設 約86m

課題・対策方針

右折車線の延伸（R6.3）、左折車線の新設（R7.3）【対策】
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３．主要渋滞箇所の対策状況

玉里団地入口交差点

N

《位置図①》 《位置図②》

玉里団地入口交差点

R6年度実施済
（R6.3/R7.3実施）

対策前対策前

対策後対策後

至

国
道
３
号

至 玉里団地

Ｎ

◆右折車の滞留により直進阻害が発生

：右左折交通：直進交通

玉里団地入口交差点
至

国
道
10
号

市
道

坂
元
玉
里
線

至

国
道
３
号

至 玉里団地

Ｎ

玉里団地入口交差点
至

国
道
10
号

市
道

坂
元
玉
里
線

右折車線の延伸
(延長 約47m)
R6.3実施済

：右左折交通：直進車両

◆左折車の滞留により
直進阻害が発生

※令和5年度の対策実施前

写真① 対策前対策前

至 玉里団地入口交差点

至 国道3号

写真② 対策後対策後

左折レーンを延伸し、
直進阻害が減少

至 玉里団地入口交差点

至 国道3号



（１）令和７年度以降対策実施予定箇所

４．主要渋滞箇所の対策検討・立案

〇短期対策として、用地内で実施可能な対策を実施予定。

対策時期対策方針課題路線交差点名（管理者）

令和7年度
実施予定

■停止線の前出し
約20m、約5m

■停止線間距離が長いため、交通処理
能力が低い

国道225号鶴ケ崎入口交差点（国）

令和7年度以降
実施予定

■下り線２車区間の延伸
約80m⇒約190m
（中央ゼブラを活用）

■２車線区間が短いため、滞留が発生国道225号笹貫陸橋交差点（国）

令和7年度以降
実施予定

■南港交差点の停止線前
出し

■新栄町交差点の右折車
線延伸

■南港交差点は停止線間距離が長いた
め、交通処理能力が低い

■新栄町交差点の右折車両が多く、直
進阻害による先詰まりが発生

県道217号線
南港交差点（県）
新栄町交差点（県）

令和7年度
実施予定

■隣接交差点の改良
（鶴丸高校前交差点の

右折車線増設等）

■隣接する鶴丸高校前交差点での先詰
まりが発生

市道 平田橋武線西田町交差点（市）

■ 短期対策

20

対策時期対策概要路線交差点名（管理者）

令和7年度
供用予定

■バイパス整備（古江バイパス）国道220号鹿屋市古里町交差点（国）

■ 中長期対策



４．主要渋滞箇所の対策検討・立案 短期対策（ピンポイント箇所） R7年度実施予定

（２）令和７年度以降対策実施予定箇所 国道２２５号 鶴ケ崎入口交差点（国）

停止線の前出し【対策】《位置図①》 《位置図②》

鹿児島県

鹿児島市

N

鶴ケ崎入口交差点

＜課題＞
■停止線間距離が長いため、交通処理能力が低い

＜対策方針＞
■停止線の前出し（約20m）
■停止線の前出し（約5m）

課題・対策方針

対策前対策前

対策後（イメージ）対策後（イメージ）

至 谷山

Ｎ

鶴ケ崎入口交差点

至 鹿児島市街地

至

鶴
ヶ
崎
橋

停止線の前出し
(延長 約20m)

◆停止線間距離が長いため、
交通処理能力が低い。

：右左折交通：直進交通

：右左折交通：直進交通

至

谷
山

至

鹿
児
島
市
街
地

至 鶴ヶ崎橋

至

谷
山

至

鹿
児
島
市
街
地

至 鶴ヶ崎橋

停止線の前出し
(延長 約5m)

鶴ケ崎入口交差点

鶴ケ崎入口交差点

写真①
至 谷山

至 鹿児島市街地

21

鶴ケ崎入口交差点

N

Ｎ
Ｎ

写真② 至 鶴ヶ崎橋

至 鶴ケ崎入口交差点

◆停止線間距離が長いため、交通処理能力が低い。



４．主要渋滞箇所の対策検討・立案 短期対策（ピンポイント箇所）

（３）令和７年度以降対策実施予定箇所 国道２２５号 笹貫陸橋交差点（国）

下り線2車区間の延伸【対策】《位置図①》

対策前対策前

対策後(イメージ)対策後(イメージ)

《位置図②》

至 鹿児島市

Ｎ

至

谷
山
イ
ン
タ
ー
方
面

至 枕崎市

＜課題＞
■２車線区間が短いため滞留が発生

＜対策方針＞
■下り線2車区間の延伸（中央ゼブラを活用）

約80m⇒約190m

課題・対策方針

至

枕
崎
市

至

鹿
児
島
市

Ｎ

断面

：直進車両
◆２車線区間が短く滞留が発生

2車区間 延長 約80m

2車区間 延長 約190ｍ

至

鹿
児
島
市

至

枕
崎
市

【断面図】
2車区間の延伸

0.53
路肩

3.25m
本線

2.16m
ゼブラ

1.02
路肩

3.30
本線

0.44
路肩

2.75m
本線

2.75m
本線

1.02
路肩

3.30
本線

断面

Ｎ

：直進車両

至 鹿児島市

至 枕崎市

写真①

笹貫陸橋交差点

22

鹿児島県

鹿児島市

笹貫陸橋交差点

N

R7年度以降実施予定

N

笹貫陸橋交差点

写真①

2車区間の延伸（約110ｍ）

笹貫陸橋交差点

対策前対策前 対策後対策後

至 谷山インター方面

笹貫陸橋交差点

至 谷山インター方面



４．主要渋滞箇所の対策検討・立案 短期対策（ピンポイント箇所）

（４）令和７年度以降対策実施予定箇所 県道２１７号線 南港交差点（県）、新栄町交差点（県）

【対策】《位置図①》 《位置図②》

＜課題＞
■南港交差点は停止線間距離が長いため、交通処理能力が低い
■新栄町交差点の右折車両が多く、直進阻害による先詰まりが発生
＜対策方針＞
■南港交差点の停止線前出し
■新栄町交差点の右折車線延伸

課題・対策方針

23

対策前対策前

右折車線の延伸

新栄町交差点

Ｎ

鹿児島県

鹿児島市

N

新栄町交差点

南港交差点

N

新栄町交差点

南港交差点

R7年度以降実施予定

対策後(イメージ)対策後(イメージ)

写真①

至 指宿市

至 鹿児島市街地

写真② 至 指宿市

至 鹿児島市街地

至 指宿市

至 鹿児島市街地

N

南港交差点

新栄町交差点

至

県
道
２
２
５
号

南港交差点

南港交差点の停止線前出し、新栄町交差点の右折車線延伸

歩道隅切り改良
新栄町交差点

南港交差点

◆停止線間距離が長いため、
交通処理能力が低い

右折滞留長
延長 約60ｍ

：右折交通：直進左折交通

：右折交通：直進左折交通

至

鹿
児
島
市
街
地

至

鹿
児
島
市
街
地

至

指
宿
市

至

指
宿
市

Ｎ

停止線の前出し

◆右折車両が多く、直進阻害による先詰まりが発生



４．主要渋滞箇所の対策検討・立案 短期対策（ピンポイント箇所）

（５）令和７年度以降対策実施予定箇所 市道 平田橋武線 西田町交差点（市）

24

隣接交差点の改良（鶴丸高校前交差点の右折車線増設等）【対策】《位置図①》 《位置図②》

鹿児島県

鹿児島市

N

西田町交差点

＜課題＞
■隣接する鶴丸高校前交差点で先詰まりが発生

＜対策方針＞
■隣接交差点の改良

（鶴丸高校前交差点の右折車線増設等）

課題・対策方針

対策前対策前

対策後
（イメージ）
対策後

（イメージ）

写真①

至 鹿児島中央駅

Ｎ

西田町交差点

至 鹿児島北IC

至

鹿
児
島
市
役
所

至 鹿児島北IC

至 鹿児島中央駅

：右折交通：直進左折交通

至

鹿
児
島
北
Ｉ
Ｃ

至

鹿
児
島
中
央
駅

写真②

右折車線の増設

鶴丸高校前交差点

西田町交差点

N

西田町交差点

Ｎ

至 平田橋

：右折交通：直進左折交通

至

鹿
児
島
中
央
駅

西田町交差点

Ｎ

至 平田橋

至 鹿児島北IC

至 鹿児島中央駅

至

住
宅
街

鶴丸高校前交差点

◆西田町交差点に隣接する
鶴丸高校前交差点で先詰まり

R7年度実施予定

至

鹿
児
島
北
Ｉ
Ｃ

流出車線の増設
（1車線⇒2車線）

写真①



（６）中長期対策 国道２２０号 鹿屋市古里町交差点（国）

４．主要渋滞箇所の対策検討・立案 中長期対策
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＜課題＞
■右折車両の滞留により直進車両の阻害が発生

＜対策方針＞
■バイパス整備（古江バイパス）

課題・対策方針

バイパス整備（古江バイパス）【対策】

対策前対策前

R7年度供用予定

《位置図①》 《位置図②》

鹿児島県

鹿児島市

N

鹿屋市古里町交差点

Ｎ

至

鹿
屋
市
街
地

至

鹿
屋
市
古
江

至 垂水市

Ｎ

垂水市方面
鹿屋市古江方面

至

鹿
屋
市
街
地

至

鹿
屋
市
古
江

至 垂水市

鹿屋市古里町交差点

◆右折車両の滞留により、後続の
直進車両への阻害が発生

至

鹿
屋
市
街
地

至

鹿
屋
市
古
江

至 垂水市

至 鹿屋市街地

バイパス開通により鹿屋市街地方面からの
交通がバイパスへ転換し、対策前の直進阻
害が解消

Ｎ

鹿屋市古里町交差点

垂水市方面
鹿屋市古江方面

至 鹿屋市古江

至

鹿
屋
市
街
地

写真①

鹿屋市古里町交差点

対策後
（イメージ）
対策後

（イメージ）

鹿屋市古里町交差点
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５．官民連携による渋滞対策

ソフト・ハードを含めた対策の検討・実施

・円滑な渋滞対策の立案・実施を実現

・最新交通データによる渋滞状況検証
・交通状況に対する専門的見地からの検証

渋滞対策協議会における議論

・地域の課題を共有することで道路管理者と
道路利用者間での議論を促進

引き続き、トラック・バス等事業者から見た渋滞箇所の対策を実施予定

＜トラックが渋滞に巻き込まれている状況＞

＜バスが渋滞に巻き込まれている状況＞

○人・物の輸送の効率化を図るため、渋滞対策協議会とトラックやバス等の道路利用者団体との連携を強化し、道路利用者目線で対策箇所を特定
した上で、即効性のある渋滞対策を実施。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
に
よ
る
検
証

道路利用団体と連携
（トラックやバス、

タクシー・ハイヤー、
観光協会等）

地域の主要渋滞箇所の
特定・見直し

（１）官民連携による渋滞対策について



５．官民連携による渋滞対策

ハイヤー・タクシー事業者トラック事業者

●国道3号 平田橋交差点付近

●国道3号 下伊敷交差点付近
●国道3号 新上橋交差点付近
●国道10号 仙巌園前交差点～竜ケ水交差点
●国道10号 城山入口交差点
●国道10号 県道16号への分岐地点
●国道225号 天保山大橋交差点付近
●国道225号 産業道路入口交差点付近

●国道225号 谷山港区入口交差点

●県道16号 国道10号との合流地点
●県道24号 中洲電停交差点付近

●県道24号 建部神社前交差点～
鹿児島市道中洲通線 荒田交差点

●県道24号 鹿児島中央駅南交差点

●国道225号 脇田橋付近
●国道225号 笹貫陸橋交差点

●国道225号 照國神社～城南町

国道447号 六月田上交差点
県道16号 吉田インター前

●県道20号 郡元電停交差点
●県道24号 鹿児島中央駅南交差点付近
●県道24号 武町交差点

●県道24号 (鹿児島東市来線) 中洲電停交差点～鹿児島市

●市道中洲通線 荒田交差点

県道35号 春山交差点
●県道42号 川内駅交差点

県道42号 ベリーマッチ永利店前Ｔ字路
県道214号 旧中央市場前交差点

●県道217号(鹿児島市産業道路) 全線

●県道219号(鹿児島市産業道路) 交通安全教育センター前交差点付近
●県道219号 和田坂交差点

県道267号 田海町交差点
鹿児島港臨港道路谷山中央線 南栄6丁目2交差点
鹿児島港臨港道路谷山中央線 鹿児島ふるさと物産館付近交差点

●中山バイパス 希望ヶ丘団地入口交差点

国道3号 小山田町交差点
●国道3号 伊敷団地入口交差点～平田橋交差点

国道3号 武岡トンネル
国道10号 牧之原交差点

●国道10号 隼人町小浜～加治木町東岩原

●国道10号 加治木本町交差点付近
国道10号 加治木向江町交差点

●国道10号・県道42号 みろく交差点

●国道10号 森南交差点付近

国道10号 重富付近
●国道10号 姶良市脇元付近

国道10号 三船交差点
国道10号 花倉付近

●国道10号 仙巌園前交差点付近
●国道10号 城山入口交差点～清水町交差点

国道220号 笠野交差点付近

●国道225号 天保山大橋～郡元町交差点
●国道225号～県道217号 競技場前交差点～製材団地交差点

●国道225号 産業道路入口交差点

左折車線新設、右折車線増設（H25・H27年度 金属団地）

左折車線増設・延伸（H26年度 南港南口）

右折車線延伸（H30年度 南港）

路面標示（R5年度 産業道路入口）

停止線前出し（南港交差点）

右折車線延伸（新栄町交差点）

左折車線増設、バスベイ新設（H28年度 武町）

右折車線延伸、左折車線増設（H26年度 中洲電停）

矢印式信号機設置（R3年度 中洲電停）

路面標示（R元年度 谷山港区入口）

車線運用変更・カラー舗装（H28年度 笠野）

交差点のコンパクト化、右折導流線の設置・更新

（R2年度 東岩原）

路面標示・区画線見直し、ラバーポールの設置

（R3・R4年度 仮)国道10号脇元合流部）

下り車線2車区間の延伸（笹貫陸橋）

右折車線の延伸（R5年度 牧之原）

路面標示（R5年度 産業道路入口）

カラー舗装（H30年度 紫原団地入口）

路面標示（R5年度 産業道路入口）

カラー舗装・道路標識カラー化（R5年度 平田橋）
右折車線延伸・カラー舗装（H26年度 伊敷団地入口）

カラー舗装・道路標識カラー化（R5年度 平田橋）

（２）道路整備促進に対する要望箇所一覧（Ｒ７）

右折車線延伸（R6年度 森南）

カラー舗装（H30年度 みろく）

右折車線延伸・歩道新設・拡幅（H27年度 和田坂）

右折車線新設（H28年度 和田坂）

右折車線延伸、左折車線増設（H26年度 中洲電停）

左折車線増設、バスベイ新設（H28年度 武町）

右折車線延伸（R元年度 荒田）

矢印式信号機設置（R3年度 中洲電停）
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右折車線延伸、左折車線増設（H26年度 中洲電停）

矢印式信号機設置（R3年度 中洲電停）

カラー舗装（R5年度 照国神社前）

右折車線延伸（R元年度 荒田）

左折車線新設、右折車線増設（H25・H27年度 金属団地）

左折車線増設・延伸（H26年度 南港南口）

右折車線延伸（H30年度 南港）

路面標示（R5年度 産業道路入口）

停止線前出し（南港交差点）

右折車線延伸（新栄町交差点）

右折車線延伸（運輸支局入口）

●：主要渋滞箇所（または主要渋滞箇所を含む区間）
緑字箇所：H25～R6年度対策実施箇所
青字箇所：R7年度以降対策実施予定箇所

：対策内容

※要望前に対策を実施した箇所を含む（解除箇所は除く）
※年度表記が無い場合はR7年度以降対策実施予定の交差点



５．官民連携による渋滞対策

バス事業者

●県道20号 希望ヶ丘団地入口交差点
●県道21号 加治屋町交差点、天文館から国道3号へ右折渋滞

●県道21号･ナポリ通り 鹿児島中央駅南交差点～鹿児島中央駅東口交差点
●県道21号 加治屋町～金生町バス停

県道24号 伊集院
●県道24号 堀之内～建部神社前
●県道25号 堅馬場交差点付近、国道10号に向かって渋滞
●県道35号 武小学校前交差点～武町交差点

●県道35号 紫原北口交差点～寺之下踏切交差点
県道42号 川内市永利町交差点～スーパーホテル薩摩川内前交差点

●県道217号 産業道路入口交差点～警察署前交差点

●県道217号 警察署前交差点～南栄交差点
県道341号 京セラ川内工場付近

●県道471号 国分ソニー停留所～見次交差点
県道605号 海上保安部前

●鹿児島市道 紫原６丁目交差点(KTS)
●鹿児島市道 新永田橋交差点～谷山駅前交差点

市道隈之城高城線 セブンイレブン薩摩川内平佐町前店前の交差点

●国道3号 平田橋交差点～下伊敷交差点

国道3号 武岡トンネル
国道3号 上川内交差点

●国道3号･県道42号 川内駅交差点
●国道10号 仙巌園前交差点～竜ヶ水交差点
●国道10号 照國神社前交差点～仙巌園前交差点

●国道10号 加治木本町交差点～東岩原交差点

●国道10号 加治木本町交差点～隼人小浜交差点
●国道10号 広瀬西交差点～清水停留所
●国道58号 永田橋交差点付近

●国道225号 真砂入口交差点～大学病院入口交差点

●国道225号･県道216号 旧中央市場前交差点～新港入口交差点
●国道225号 宇宿町交差点（セブンイレブン）

国道225号 影原交差点
●国道225号 坂之上交差点
●国道225号 谷山駅前交差点～産業道路南入口交差点

●国道225号 笹貫陸橋交差点

●国道226号 平川町交差点～喜入寺前交差点
●県道16号 吉野
●県道16号 雀ヶ宮～稲荷町
●県道20号 荒田交差点

●県道20号 愛の聖母園前交差点
●県道20号 西谷山小前交差点～笹貫陸橋交差点

（２）道路整備促進に対する要望箇所一覧（Ｒ７）
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路面標示（R元年度 加治屋町）

カラー舗装（H30年度 紫原団地入口）

路面標示（R5年度 産業道路入口）

停止線前出し（鶴ケ崎入口）

右折車線の延伸、左折車線の新設（H26年度 永田橋）

カラー舗装・道路標識カラー化（R5年度 平田橋）

下り車線2車区間の延伸（笹貫陸橋）

下り車線2車区間の延伸（笹貫陸橋）

カラー舗装（R5年度 照国神社前）

交差点のコンパクト化、右折導流線の設置・更新（R2年度 東岩原）

右折車線の延伸・歩道新設・拡幅（H27年度 和田坂）

右折車線新設（H28年度 和田坂）

路面標示（R元年度 谷山港区入口）

右折車線延伸（R元年度 荒田）

路面標示（R元年度 加治屋町）

左折車線増設、バスベイ新設（H28年度 武町）

左折車線新設、右折車線増設（H25・H27年度 金属団地）

左折車線増設・延伸（H26年度 南港南口）

右折車線延伸（H30年度 南港）

路面標示（R5年度 産業道路入口）

停止線前出し（南港交差点）

右折車線延伸（新栄町交差点）

●：主要渋滞箇所（または主要渋滞箇所を含む区間）
緑字箇所：H25～R6年度対策実施箇所
青字箇所：R7年度以降対策実施予定箇所

：対策内容

※要望前に対策を実施した箇所を含む（解除箇所は除く）
※年度表記が無い場合はR7年度以降対策実施予定の交差点



５．官民連携による渋滞対策

（３）主要渋滞箇所以外の対策予定箇所 県道２１９号線 運輸支局入口交差点（県）

右折車線延伸【対策】《位置図①》 《位置図②》

課題・対策方針
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対策前対策前

：右折交通：直進交通

運輸支局入口交差点

Ｎ

：右折交通：直進交通

鹿児島県

鹿児島市

N

運輸支局入口交差点

N

運輸支局入口交差点

R7年度以降実施予定

対策後(イメージ)対策後(イメージ)

写真①

至 指宿市

至 鹿児島市街地

写真② 至 指宿市

至 鹿児島市街地

至 指宿市

至 鹿児島市街地

N

運輸支局入口交差点

至

谷
山
港

＜課題＞
■右折車両の滞留により直進車両の阻害が発生

＜対策方針＞
■右折車線延伸

右折車線の延伸

運輸支局入口交差点

◆右折車両の滞留により直進車両の阻害が発生

右折滞留長
延長

約30ｍ

至

指
宿
市

至

指
宿
市

至

鹿
児
島
市
街
地

至

鹿
児
島
市
街
地

Ｎ



姶良市
エリア鹿児島市

姶良市

姶良市役所

鹿児島市役所

鹿児島中央駅

姶良IC
桜島
SIC

加治木IC

仮）国道10号
脇元合流部

６．ＴＤＭ施策の取り組みについて

（１）交通需要マネジメント（ＴＤＭ施策）の取り組みの背景及び対策検証箇所の設定

○緊急事態宣言中の渋滞状況は、直轄国道の主要渋滞箇所56箇所のうち2箇所が解消、21箇所が緩和、33箇所が変化無し
○緊急事態宣言中の渋滞緩和状況と交通量変化状況を踏まえ、下記視点でTDM施策の効果が期待される箇所を選定

⇒ 「仮）国道10号脇元合流部」、「二軒茶屋交差点」

◇TDM施策の検証箇所の選定
直轄国道の主要渋滞箇所56箇所

（主要渋滞箇所123箇所）

解消

緩和

変化無し

緊
急
事
態
宣
言
中
の
渋
滞
状
況

◇全方向の速度が20km/h以上に変化

◇20km/h未満の方向数が減少

◇20km未満の方向に変化が
無く、交通量が減少

：2箇所

：21箇所
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TDM施策
を検証

引き続き
渋滞対策
を検討

：33箇所

緊急事態宣言中の交通状況に応じて分類

・・・

鹿児島市
エリア坂之上駅

慈眼寺駅

谷山駅

宇宿駅

南鹿児島駅

郡元駅

鹿児島中央駅

二軒茶屋
交差点

鹿児島市

◇TDM施策の考え方
＜公共交通の利用促進＞

公共交通が充実し利便性が高い箇所
＜有料道路の利用促進＞

ICが近接し有料道路利用促進が可能な箇所

＜時差出勤・フレックスタイム＞
通勤時間帯の混雑が著しく、その混雑が一定の時間帯に集中している箇所

▽コロナ禍の交通量の変化（平日ピーク）

1,881 1,795
1,600

1,800

2,000

2,495

2,1752,100

2,300

2,500
交通量（台/h） 交通量（台/h）

＜仮）国道10号脇元合流部＞ ＜二軒茶屋交差点＞

通常期 緊急事態宣言中 通常期 緊急事態宣言中
※交通量（台/h ） ：センサス対象道路の平日ピーク時交通量（推定値）
※ピーク時：朝（7～8 時台の平均）と夕（17～18 時台の平均）の多い方を採用

約320台/h減
（12.8%減）

約90台/h減
（4.6%減）

薩摩吉田IC

鹿児島北IC

鹿児島IC▽コロナ禍の速度の変化（平日ピーク）
＜仮）国道10号脇元合流部＞ ＜二軒茶屋交差点＞

0

10

20

30

40

0

20

40

60

80

■平日朝ピーク 通常期（H31.3-R2.2）
■平日朝ピーク 緊急事態宣言中（R2.4/17～5/14）

市道 国道10号 国道10号 国道225号国道225号 市道

速度（km/h）

※データ：ETC2.0

速度（km/h）

20km/h以上
に向上

20km/h以上
に向上

＜仮）国道10号脇元合流部＞を含む

＜二軒茶屋交差点＞を含む

N N



６．ＴＤＭ施策の取り組みについて

令和４年２月７日（月）から実施実施期間

・鹿児島県交通渋滞対策協議会
（国土交通省鹿児島国道事務所・大隅河川国道事務所、九州運輸局鹿児島運輸支局、鹿児島県、鹿児島市、鹿児島県警察、
NEXCO西日本）

実施主体

・鹿児島市内へ自家用車で通勤している方対象者

・出勤時間の変更 ： 出勤を早めるまたは遅らせる
・公共交通の利用 ： 自家用車から鉄道等に変更
・経路の変更 ： 一般道から有料道路への経路変更

TDM施策

・時間や経路、移動手段を変更するメリットや
最適な手段・時間帯に関する情報提供を行い、
ピーク時間帯に集中する交通量の削減を図る

目的

・情報提供と合わせ、参加しやすい環境整備（参加企業、
参加者へのインセンティブ）を検討

内容

利用者側の視点から、様々な場面での情報提供を実施
＜道路利用時＞
・道路情報板での掲示
＜通勤時・外出時＞
・企業、市役所、公共施設でのチラシ配布・ポスター掲示
＜日常生活時＞
・テレビ、ラジオ、新聞等のメディアの活用
・SNSを活用した広報
・自治体の広報誌への掲載
＜その他＞
・民間企業・事業所へのポスター掲示依頼

考えられる
情報提供

手法

○ピーク時間帯に集中する交通の分散を図るため、TDM施策（時差出勤や公共交通利用、経路の変更の促進）を令和4年2月7日から実施。
○TDM施策への参加を浸透拡大するため、取り組みのメリット等を発信。

（２）ＴＤＭ施策の概要

TDM施策の内容

31

記者発表（令和４年２月７日） 記者発表（令和６年１月１８日）
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（３）令和６年度の取り組み概要

６．ＴＤＭ施策の取り組みについて

○令和6年度は、令和5年度の取り組みで得られた知見・課題などを踏まえ、以下の取り組みを実施。

実施内容実施項目

・公共交通の運行状況として、通勤・通学及び帰宅時の運行本数、最終便、減便状況を調査。
・市電、路線バスの乗降データから、車内混雑状況を調査。
・上記調査結果とＲ5実施のＷＥＢアンケート結果による住民の意向等から、公共交通への転
換可能性の高い地域を２地域選定（国道3号伊敷・草牟田周辺、国道225号宇宿・谷山周辺）。

公共交通運行状況等の調査公共交通の利用促進

・国・県・市で分担し、11団体を訪問、所属企業への広報を依頼。7団体が所属企業に広報を
実施、継続的な広報活動の協力意向を確認。

※2団体は職員に広報実施、2団体は今後広報予定

団体への説明
所属企業への周知

広報活動の強化
（企業）

・国・県・市で分担し、12企業を訪問説明。6企業がTDM施策の取り組み意向を示した。
・谷山地区の企業はTDM施策困難との回答であり、公共交通の利便性が高い中心部の企業
への訪問説明が有効。
・R5年度訪問説明企業にTDM施策推進状況を聞き取り。TDM施策取り組み意向があった企
業ではTDM施策の推進がみられ、企業説明は有効と考えられる

脱炭素企業への訪問説明

・渋滞に係る記念日に対応した定期配信スケジュールを設定。
・配信にあたっては、国、県、市のアカウントでそれぞれ配信し、広く周知。
・R6年度は全6回投稿。

SNS（X）による情報発信の強化広報活動の強化
（住民）

・鹿児島国道事務所のYouTubeチャネルに作成した動画をアップロード
『渋滞を避けて通勤する方法お伝えします！【鹿児島県の渋滞対策への取り組み（鹿児島県交通渋滞対策協議会）】』

・Xに動画を埋め込んで投稿。

YouTube動画の配信

・鹿児島県地球温暖化対策室と連携し、令和6年11月16日、17日に開催された「カーボン
ニュートラルフェアinきりしま」、令和6年12月7日、8日に開催された「カーボンニュートラル
フェアinいぶすき」にて、ポスター掲示とチラシ配布を実施。

その他

・鹿児島県地球温暖化対策室、鹿児島市環境政策課が新たに参画。
・R6年度は3回開催。また、広報活動実施のための説明会を2回開催。

ソフト施策検討のための関係機関協議の定期開催

国・県・市 連携

国・県・市 連携

国・県・市 連携

国
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６．ＴＤＭ施策の取り組みについて
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天文館

坂之上地区

吉野地区

（４）交通状況の変化 （鹿児島市街地方面への流入方向別交通量）

○平日朝ピーク時（7：30～8：30）平均交通量（台／時）は、TDM施策の取組開始直後に減少し、実施3年後も同程度の交通量で継続している。
○交通量の推移は、要因分析（人口、公共交通サービスの低下、大型商業施設の新設等）を行う必要がある。

姶良地区

郡山地区

伊集院地区

星ヶ峯地区

データ：JARTIC公表データ（トラカンデータ）
平日朝ピーク時（7:30~8:30）
実施前：R2.10、実施直後：R4.2.7〜R4.3.31、
実施1年後：R5.3、実施2年後：R6.3、実施3年後：R7.3

トラカン観測箇所
（鹿児島市街地方面）

郡山地区 （国道3号線経由） N

伊集院地区 （県道24号線経由）

星ヶ峯地区 （県道35号線経由）

姶良地区 （国道10号線経由）

吉野地区 （県道16号線経由）

坂之上地区 （国道225号線経由）

119減 255減 260減

46減 75減 36増

12減 136減 134減

23減 72減 37減

22減 16減 27減

13減 33減 55減 81減

27減

201減

73減

187減

35増



６．ＴＤＭ施策の取り組みについて
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（４）交通状況の変化 （路線速度の変化）

○TDM施策取り組み開始3年後の朝ピークでは、実施前に比べ、速度が向上している路線が多く見られた。
○市街地部を通過する主要な幹線道路では、延長の約8割で速度が向上、鹿児島市全体でも約6割で速度が向上している。

速度向上区間の延長割合

データ：ETC2.0平日朝ピーク(7：30-8：30)平均
実施前：R2.10
実施3年後：R7.3

主要な幹線道路を中心に
鹿児島市全体で速度が向上

実施直後（R4.2.7〜R4.3.31）は７８％

実施直後（R4.2.7〜R4.3.31）は６１％

鹿児島市

仮）国道10号
脇元合流部

二軒茶屋交差点

※県道以上の路線を対象に、250mメッシュ
範囲の平均速度を算出し、速度差を集計

日置市

姶良市

鹿児島市役所

鹿児島市街地
鹿児島県庁

鹿児島中央駅

※データ未取得区間、速度変化のない区間を除く
※主要な幹線道路の集計区間

国道3号 ：郡山支所～天文館
国道10号 ：姶良ニュータウン～天文館
国道225号：坂之上駅～天文館
県道16号：吉野支所～天文館
県道24号：日置市役所～天文館
県道35号：星ケ峯ニュータウン～天文館

上り・下り合計77km

上り・下り合計798km

TDM施策実施前後における速度変化状況

N



６．ＴＤＭ施策の取り組みについて

（４）交通状況の変化 （時間帯別所要時間）

○TDM施策実施3年後も、実施前に比べ、ピーク時間帯を中心に所要時間の短縮が図られている。

35

31 34

40

49

55
60 55

50 45

39

38 36 34 34 34

24 25 29
31

37

44

46
45

47
41

37
35 32 33 33

■姶良地区⇒天文館の所要時間

天文館

坂之上地区

姶良地区

■坂之上地区⇒天文館の所要時間

姶良地区

天文館

坂之上
地区

天文館

仮）国道10号
脇元合流部

二軒茶屋交差点

凡例
＜主要渋滞箇所＞

箇所
区間

データ：ETC2.0平日
実施前：R2.10
実施3年後：R7.3

ピーク時間帯を中心に
所要時間短縮

ピーク時間帯を中心に
所要時間短縮

※黒字斜体は、実施直後（R4.2.7～R4.3.31）の所要時間

※黒字斜体は、実施直後（R4.2.7～R4.3.31）の所要時間

N
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６．ＴＤＭ施策の取り組みについて

（５）令和６年度のＴＤＭ施策の取り組みを踏まえた方向性（案）

○令和7年度は、以下の項目についての取り組みを実施予定。

得られた知見・課題などR6年度実施項目

・公共交通への転換可能性の高い地域を２地域選定。
⇒選定地域に対する広報強化が必要

公共交通運行状況
等の調査

公共交通の利用
促進

・7団体より継続的な広報活動の協力意向を確認。
⇒各団体に合った効果的な広報を行うため、団体の情報

発信ツール、所属企業の特徴等を踏まえた広報方針の
立案が必要

団体への説明
所属企業への周知

広報活動の強化
（企業）

・谷山地区の企業は公共交通の利用促進の実施は困難。
・R5年度訪問企業のうちTDM施策取り組み意向があった企
業では、TDM施策を実施・検討中。

⇒脱炭素企業への訪問説明は、TDM施策推進に有効。訪
問説明は、中心部の企業が効果的。

脱炭素企業への訪
問説明

・国、県、市のアカウントでそれぞれで全6回投稿。
⇒5か月間情報発信しない期間あり。未投稿期間を短縮す

るため、新たな情報発信テーマの検討が必要

SNS（X）による情報
発信の強化

広報活動の強化
（住民）

・鹿児島国道事務所のYouTubeチャネルにアップロード、Xで
動画投稿、県、市はHPに動画リンクを埋め込み。

⇒渋滞に対する市民の機運が向上

YouTube動画の配
信

・鹿児島県地球温暖化対策室と連携し、カーボンニュートラ
ルフェアに出展。

⇒新たなチャンネルを使ってTDM施策に関する情報発信

その他

・R6年度3回開催。県地球温暖化対策室からの出展提案あり。
⇒R8年度以降の取り組みは、県、市から、より積極的な提案

を受け検討することが必要

ソフト施策検討のための関係機関協議
の定期開催

国・県・市連携

R7年度取り組み方向性（案）

関係機関と連携し以下に取り組む

①公共交通利用の促進
・公共交通の利用促進を促す広報
活動強化（深化）

②広報活動の強化（企業）
・団体への説明と所属企業への

周知（継続・改善）
・脱炭素企業への訪問説明(継続)

③広報活動の強化（住民）
・SNSによる情報発信（継続・改善）
・[再掲]公共交通の利用促進を促す
広報活動強化（深化）

④ソフト施策検討のための
関係機関協議の定期開催

国・県・市連携

国・県・市連携

国

赤字：知見・効果 青字：課題
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６．ＴＤＭ施策の取り組みについて

（６）令和７年度のＴＤＭ施策の取り組み（案）
①公共交通利用の促進

○広報資料内容（案）

・公共交通の本数が充実している時間帯
・公共交通が混雑している時間帯
・転換しやすい時間帯の移動時間 ※ETC2.0による所要時間算出

・公共交通をお得に乗るサービスの紹介 ※エコ通勤割等

・その他、公共交通利用のメリット

○広報方法（案）

・対象エリアの自治会回覧を使った広報
・エリア限定のプッシュ型広告を使った広報
・市公式ラインを使った広報 など

○令和6年度に、公共交通のサービス水準（運行頻度、最終運行時間、速達性（バス専用・優先レーンの整備状況）） 等から公共交通への転換可能性
が高い地域を選定。

○令和7年度は、公共交通の転換可能性が高い地域別に、公共交通への利用促進を促す広報資料を作成し、広報を実施する。

■公共交通の利用促進を促す広報活動の強化

出典：ETC2.0プローブデータ R4.10 平日7～9時 乗用車、国土数値情報

■公共交通への転換可能性が高い地域（案）

広報あいら（表紙） 広報誌掲載イメージ（姶良市） 姶良市公式LINE・HP

公式LINE
→施策に関する説明ページに誘導

出典：国道10号（霧島～姶良）渋滞対策検討会 第3回説明資料（R6.12.12）より

＜参考イメージ＞

＜参考イメージ＞
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６．ＴＤＭ施策の取り組みについて

（６）令和７年度のＴＤＭ施策の取り組み（案）

○令和4年度から取り組んでいる団体から所属企業への情報発信は、 引き続き国・県・市で連携して実施。
○令和5年度に実施した「ゼロカーボンシティかごしまパートナー」など脱炭素に取り組む企業への訪問説明は、TDM施策の理解浸透に効果的であっ

たため、国・県・市で連携して継続実施。訪問企業は、県・市の環境部局と連携し選定する。
○また、前年度訪問説明を行った企業に対しては、TDM施策の取り組み状況を確認するヒアリング調査を実施する。

②広報活動の強化（企業）

企業は以下に協定・登録している企業から抽出する。
・かごしま環境パートナーズ協定（鹿児島県）
・「CO2ダイエット作戦」宣言事業所（鹿児島県）
・ゼロカーボンシティかごしまパートナー（鹿児島市）

内容項目

・脱炭素の取り組みを実施している企業対象企業

・電話でアポイントを取り、訪問による説明方法

・道路分野のカーボンニュートラル
・鹿児島市周辺の渋滞状況
・ＴＤＭ施策の概要、取り組みによるメリット
・鹿児島県のＴＤＭ施策の取り組み（サービスの紹介）

説明内容

（事前調査）
・企業の通勤に関する状況
・TDM施策の取り組み状況、今後の予定・意向

（訪問時調査）
・TDM施策に関する理解度や意向の変化
・TDM施策の取り組みへの賛同、周知に関する協力
・周知後のTDM施策取り組み状況の確認に関する協力

（訪問１年後調査）
・社内でのTDM施策周知状況
・社内でのTDM施策の取り組み状況

ヒアリング
内容

○調査方法

○対象企業

■脱炭素に取り組む企業への訪問説明

内容項目

・商工会議所等の団体所属企業対象企業

・団体に電話でアポイントを取り、訪問による説明
・団体を通じて、所属企業に対し、TDM施策の取り組みを周知す
るとともにTDM施策への参加協力を依頼

方法

○調査方法

■団体から所属企業への情報発信

○対象団体

・鹿児島商工会議所
・JA鹿児島経済連
・(公社)鹿児島県医師会
・(一社)鹿児島県建設業協会

・(一社)鹿児島県建設コンサルタンツ協会
・(公社)鹿児島法人会
・(公社)鹿児島県バス協会
・(一社)鹿児島県タクシー協会
・(公社)鹿児島県トラック協会

○所属企業への周知状況 ［例：鹿児島商工会議所広報誌（R7.2号）］
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６．ＴＤＭ施策の取り組みについて

（６）令和７年度のＴＤＭ施策の取り組み（案）

○SNS （X（旧Twitter）による情報発信は、令和6年度に設定した年間配信スケジュールに基づき、関係機関（鹿児島国道事務所、鹿児島県、鹿児島市、
ゼロカーボンシティかごしま）で連携して発信する。定期配信スケジュールの空白期間については、新たなテーマを検討する。

③広報活動の強化（住民）

○SNS（X:旧Twitter） 定期配信スケジュール（案）

R7年度
発信予定日

内容記念日・場面No.

R7.5.1
（発信済）

旧自転車法が施行された5月を記念して、5月1
日から31日は「自転車月間」、その期間中の祝
日である5月5日が『自転車の日』と定められた。

自転車の日
（自転車月間）

5月5日1

R7.6.10
（発信済）

6月10日＝「ろ(6)テン(10)」「路電→路面電車」
の語呂合わせ

路面電車の日6月10日2

R7.9.191903年（明治36年）9月20日は、日本で初めて
バスの運行が開始された日。昭和63年日本バ
ス協会により「バスの日」が制定。

バスの日9月20日3

R7.10.14明治5年（1872年）10月14日新橋～横浜間に日
本で最初の鉄道が開通したことを受け、平成6
年（1994年）、その誕生と発展を記念し、毎年
10月14日を「鉄道の日」と定めた。

鉄道の日10月14日4

R7.11.411月はエコドライブの推進月間であり、エコドラ
イブのすすめの１つに「渋滞を避けて余裕を
もって出発」することが記載されている。

エコドライブ
推進月間

11月5

○鉄道の日の投稿 例

各機関で内容を変更して配信



基本的な進め方

作業部会

ソフト施策検討のための関係機関協議

渋滞協

5～6月

7～8月

9～10月

12～1月

2～3月

作業部会

渋滞協

ソフト施策検討のための関係機関協議

ソフト施策検討のための関係機関協議

ソフト施策検討のための関係機関協議

前年度からの実施内容の振り返り
前年度の効果検証
今年度の実施内容の確認、意見交換

渋滞協の意見反映
調査や施策の実施状況等の共有、意見交換

進捗状況や課題の共有
改善策、次年度の方向性）等の意見交換
次年度の実施内容の企画立案、意見交換

提示

提案
実施

承認

調整
実施

報告

提示

承認

実施

40

６．ＴＤＭ施策の取り組みについて

（６）令和７年度のＴＤＭ施策の取り組み（案）
④ソフト施策検討のための関係機関協議の定期開催

○道路部局、交通部局、環境部局が連携してソフト施策の検討を行う「関係機関協議」を3回開催予定。
○令和6年度は、令和3年度から取り組んでいる時差出勤を中心に令和8年度以降の施策展開を検討する。

○ソフト施策検討のための関係機関協議での取り組み

①広報活動の強化（企業）
・団体への訪問説明
・脱炭素に取り組む企業への訪問説明

②広報活動の強化（住民）
・SNS（X:旧Twitter） 定期配信

③ソフト施策検討
・時差出勤の取り組み改善検討

○ソフト施策検討のための関係機関協議メンバー

部署機関

・鹿児島国道事務所 計画課国土交通省
九州地方整備局

・土木部 道路建設課
・総合政策部 交通政策課
・環境林務部 環境林務課 地球温暖化対策室

鹿児島県

・建設局 道路部 街路整備課
・企画財政局 企画部 交通政策課
・環境局 環境部 環境政策課

鹿児島市



７．観光繁忙期等の渋滞状況
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（１）令和６年ゴールデンウィークの一般道路の交通状況（本省記者発表資料抜粋）



N

７．観光繁忙期等の渋滞状況
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国道3号
出水IC付近（出水市）

県道60号国分霧島線（霧島市）

混雑地域 １割増加地域

３割増加地域

混雑区間 平日より1.5倍以上

時間がかかる混雑区間

うちGW期間
３日以上混雑

出典：国土交通省報道発表資料 （各地域の交通状況：見える化マップ）
https://www.mlit.go.jp/road/traffic/gw2024/

特に混雑が見られたエリア
（混雑地域と混雑区間が重複するエリア）

※メッシュ平均速度データから、所要時間が平常時
より1割以上増加した地域を混雑地域とする。

※区間平均速度データから、平均所要時 間が平日
の1.5倍以上の区間を混雑区間とする。

県道212号谷山停車場線
（鹿児島市）

特に混雑が見られたエリア
（混雑地域と混雑区間が重複するエリア）

混雑区間 （GW3日以上混雑）

県道326号阿久根停車場線
（阿久根市）
混雑区間 （GW3日以上混雑）

県道40号伊集院蒲生溝辺線
（霧島市）

混雑区間 （GW3日以上混雑）

県道58号隼人港線（霧島市）

混雑区間 （GW3日以上混雑）

国道10号（姶良市）

混雑区間 （GW3日以上混雑）
国道58号（鹿児島市）

混雑区間 （GW3日以上混雑）

国道3号（鹿児島市）

混雑区間 （GW3日以上混雑）

○令和6年のゴールデンウィーク期間中の一般道路の交通状況について、ETC2.0プローブデータを用いて分析した結果を本省にて公表(R6.7.10)。
○鹿児島県内の状況は以下のとおり。

国道10号（鹿児島市）

混雑区間 （GW3日以上混雑）
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（２）令和６年ゴールデンウィークの交通状況分析の概要

出典：国土交通省報道発表資料（令和6年7月10日）
「令和６年ゴールデンウィークの一般道路の交通状況
～全国的な観光需要の回復傾向と渋滞対策の必要性～」

７．観光繁忙期等の渋滞状況

○令和6年ゴールデンウィーク中に「特に混雑がみられたエリア」は、2種類の分析結果を組み合わせて選定している。
①速度低下が顕著な地域：地域分析（5km×5kmメッシュ） × ②所用時間増加が顕著な区間：区間分析（交通調査基本区間）

○詳細な交通状況分析は、公表データの再現性を考慮し、ゴールデンウィーク中の所要時間が最も増加している1日を対象とした。

■国道3号出水IC付近（出水市：交通調査基本区間46300030020）における平均旅行時間

■県道60号国分霧島線（霧島市：交通調査基本区間46400600080）における平均旅行時間

出典：ETC2.0プローブデータ （平日）R6.4.24-25、（GW）R6.4.27-5.6

下り（4/24-25平日平均）

上り（4/24-25平日平均）

下り（4/24-25平日平均）

上り（4/24-25平日平均）

5/3の下り方向を分析
（平日の約2倍）

5/4の下り方向を分析
（平日の約2倍）
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（３）国道３号出水ＩＣ付近（出水市）

出典：ETC2.0プローブデータ （平日）R6.4.24-25、（GW）R6.5.3 国土地理院タイルに追記して作成
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下り
交通調査基本区間（46300030020）

⽶ノ津
交差点

出⽔IC

①時間帯別平均旅行速度

○令和6年ゴールデンウィーク中の平均所要時間が最大の5月3日の時間帯別平均旅行速度は、米ノ津交差点を先頭に9時～18時台は20km/h未満に
速度低下しており、特に13～17時台は10km/h未満になり著しく速度低下している。

○また、南九州西回り自動車道の出水ICにアクセスするバイパス入口交差点では、14～16時台は10km/h未満になり著しく速度低下している。

バイパス⼊⼝
交差点

７．観光繁忙期等の渋滞状況

N

至

水
俣
市

南九州⻄回り⾃動⾞道

混雑区間

10km/h未満
10～20km/h
20～30km/h
30～40km/h
40～50km/h
50km/h以上

凡 例

3

328

447

3

特に速度低下
特に速度低下



441

325
296 301

338 333 356 340
381

347

448

378354

370

494
465

493 480 462 476

540 553
598

480

0

100

200

300

400

500

600

700

800

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

交
通
量(

台)

時間帯（時台）

交
通
量(

台)

時間帯（時台）

376

311

387
445

412
373 351 367

401 385

581

385

390
423

619
663 638 653

704 730
699 691 695

548

0

100

200

300

400

500

600

700

800

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

交
通
量(

台)

時間帯（時台）

45

（３）国道３号出水ＩＣ付近（出水市）

出典：直轄トラカンデータ （平日）R6.4.24-25平均、（GW）R6.5.3 国土地理院タイルに追記して作成

②時間帯別交通量

○南九州西回り自動車道出水IC～高尾野北IC間の交通量は、バイパス入口交差点の速度低下が著しい14時台から17時台にかけて増加。
○国道3号（出水境）の交通量は、米ノ津交差点の速度低下が著しい14時台に平日の2倍であり、交通集中が要因で速度低下していたと考えられる。

７．観光繁忙期等の渋滞状況

国道3号出水境（下り）

米ノ津交差点
10km/h未満の時間帯

平日の
2倍の
交通量

平日 GW観測地点２南九州西回り自動車道出水IC～高尾野北IC（下り）

バイパス入口交差点
10km/h未満の時間帯

17時台にかけて
交通量が増加

平日 GW観測地点１

観測地点２

観測地点１

N

南九州⻄回り
⾃動⾞道

3

328

447

3

至

阿
久
根
市

至

水
俣
市

⽶ノ津
交差点

バイパス⼊⼝
交差点

出⽔IC

下り

下り



バイパス⼊⼝
交差点
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（３）国道３号出水ＩＣ付近（出水市）

○令和6年ゴールデンウィーク中の混雑区間を通過した車両の利用経路は、南九州西回り自動車道の利用割合が平日に比べて約5％増加しており、
ゴールデンウィーク中は広域交通が増加したと考えられる。

③利用経路

７．観光繁忙期等の渋滞状況

出典：ETC2.0プローブデータ （平日）R6.4.24-25 7:00～19：00、（GW）R6.5.3 7：00～19：00 国土地理院タイルに追記して作成

■交通調査基本区間46300030020（GW中の混雑区間）を通過する交通の経路

平日（4/24～25） GW（5/3）

混
雑

区
間

交
通

調
査

基
本

区
間

4
6
3
0
0
0
3
0
0
2
0

3

328

3

分析断面
N=975

拡大図

出
⽔
駅
⽅
⾯

阿
久
根
市
⽅
⾯

さつま町⽅⾯

N=616
(63%)

N=99
(10%)

N=142
(15%)

N=175
(18%)

凡例

100％
50～100％
20～50％
10～20％
5～10％

※5％未満非表示

N N

447

拡大図

至 鹿児島市

至 水俣市

至 鹿児島市

分析断面
N=975
(100%) ⽶ノ津

交差点

出⽔
ICN=434

(45%)

バイパス⼊⼝
交差点

拡大図

出
⽔
駅
⽅
⾯

阿
久
根
市
⽅
⾯

さつま町⽅⾯

N=414
(68%)

N=41
(7%)

N=95
(16%)

N=94
(15%)

分析断面
N=609
(100%) ⽶ノ津

交差点

出⽔
ICN=305

(50%)
凡例

100％
50～100％
20～50％
10～20％
5～10％

※5％未満非表示

約5％
増加

混
雑

区
間

交
通

調
査

基
本

区
間

4
6
3
0
0
0
3
0
0
2
0

3

328

3

分析断面
N=609

447

拡大図

至 水俣市

50％以上
20～50％
10～20％
5～10％
5％未満

凡例 (分析断面を
100％とした割合)

50％以上
20～50％
10～20％
5～10％
5％未満

凡例 (分析断面を
100％とした割合)

出⽔IC 出⽔IC
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（３）国道３号出水ＩＣ付近（出水市）

○米ノ津交差点のゴールデンウィークに現地確認した結果、水俣市から阿久根市方面の直進車両の交通集中により滞留末尾は1㎞程度延伸。
○多枝交差点で各方向の信号青時間が少ないこともあり、観光等の交通需要が増加した場合に速度低下しやすいと推察される。
⇒芦北出水道路の供用により速度低下の解消が期待

④現地交通状況（令和７年５月３日（土）１６時頃）

７．観光繁忙期等の渋滞状況

N 写真①

至 鹿児島市街地

至 熊本県

写真②

写真③ 写真④

至 鹿児島市街地

至 熊本県

至 鹿児島市街地

至 熊本県

至 鹿児島市街地

至 熊本県

約1㎞
の滞留

拡大図

米ノ津交差点
拡大図

国土地理院タイルに追記して作成

⽶ノ津
交差点



45.349.8
4945.945.344.249.247.146.651.246.249.6

49.933.940.440.750.9
4949.547.850.250.4

5550.5

3633.237.631.738.938.435.537.434.7
3840.840.1

35.428.932.334.836.2
38

3237.633.2
3630.533.4

45.846.937.744.3
4748.543.545.248.749.147.149.6

50.947.745.845.447.5
4744.644.849.448.148.248.3

45.945.343.839.943.843.437.240.6
3941.242.940.8

48.748.445.446.5
4547.746.944.947.645.746.545.1

33.550.447.846.344.331.745.745.747.246.750.947.1

36.237.225.613.78.6217.28.6416.618.713.538.635.3

35.336.235.428.329.1
2823.431.126.429.931.933.7

51.147.248.147.5
4746.948.742.647.444.948.546.8

49.849.848.446.846.845.947.9
4447.145.950.846.4

45.239.543.641.942.141.643.739.639.439.646.445.2
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（４）県道６０号国分霧島線（霧島市）

○令和6年ゴールデンウィーク中の平均所要時間が最大の5月4日の時間帯別平均旅行速度は、霧島神宮駅前交差点を先頭に10時～16時台は
20km/h未満に速度低下しており、特に11時台及び13時台は10km/h未満になり著しく速度低下している。

7時台
8時台
9時台
10時台
11時台
12時台
13時台
14時台
15時台
16時台
17時台
18時台

7時台
8時台
9時台
10時台
11時台
12時台
13時台
14時台
15時台
16時台
17時台
18時台

平⽇
4/24,25
平均

GW
5/4

下り

①時間帯別平均旅行速度

７．観光繁忙期等の渋滞状況

至

霧
島
市
街
地

交通調査基本区間（46400600080）

N

至

霧
島
神
宮

混雑区間

至 高千穂牧場

10km/h未満
10～20km/h
20～30km/h
30～40km/h
40～50km/h
50km/h以上

凡 例

霧島神宮駅

出典：ETC2.0プローブデータ （平日）R6.4.24-25、（GW）R6.5.4 国土地理院タイルに追記して作成

霧島神宮駅前
交差点

特に速度低下
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（４）県道６０号国分霧島線（霧島市）

○令和6年ゴールデンウィーク中の混雑区間を通過した車両の利用経路は、右折方向の利用割合が平日に比べて約4～5％増加しており、霧島神宮
駅や高千穂牧場方面へ向かう交通が増加したと考えられる。

②利用経路

７．観光繁忙期等の渋滞状況

出典：ETC2.0プローブデータ （平日）R6.4.24-25 7:00～19：00、（GW）R6.5.4 7：00～19：00 国土地理院タイルに追記して作成

■交通調査基本区間46400600080（GW中の混雑区間）を通過する交通の経路

平日（4/24～25） GW（5/4）

分析断面
N=152

⾼千穂牧場

霧島神宮

霧島神宮駅

拡大図

N=117
(77%)

N=25
(16%)

N=20
(13%)

N=8
(5%)

霧島神宮駅

霧島神宮⽅⾯

⾼
千
穂
牧
場
⽅
⾯

N

混雑区間
交通調査基本区間

46400600080

霧島神宮駅前
交差点

分析断面
N=152
(100%)

凡例

100％
50～100％
20～50％
10～20％
0～10％

分析断面
N=308

⾼千穂牧場

霧島神宮

霧島神宮駅

拡大図

N=228
(74%)

N=63
(20%)

N=55
(18%)

N=8
(3%)

霧島神宮駅

霧島神宮⽅⾯

⾼
千
穂
牧
場
⽅
⾯

N

混雑区間
交通調査基本区間

46400600080

霧島神宮駅前
交差点

分析断面
N=308
(100%)

凡例

100％
50～100％
20～50％
10～20％
0～10％

至

姶
良
市

至

都
城
市

至

姶
良
市

至

都
城
市

約4％
増加

約5％
増加

50％以上
20～50％
10～20％
5～10％
5％未満

凡例 (分析断面を
100％とした割合)

50％以上
20～50％
10～20％
5～10％
5％未満

凡例 (分析断面を
100％とした割合)
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（４）県道６０号国分霧島線（霧島市）

○霧島神宮駅前交差点の休日に現地確認した結果、対向直進により右折できず右折車両が後続の直進車両を阻害し、滞留末尾は500m程度延伸。
○対向直進が少ない状況でも1サイクルあたり15台程度しか捌けないため、直進阻害が発生すると数台しか捌けない。
○また、南側流入部（混雑区間）は上り勾配で速度低下しやすい道路構造になっており、発進遅れなどの損失も多いと推察される。
⇒渋滞発生状況等を把握し、必要な対応を検討

③現地交通状況（令和６年１２月１日（日）１３時頃）

サイクル65秒（渋滞方向43秒、従方向22秒） 13時頃

右折車両による阻害 ３台目以降捌け残り対向直進がいなくなり右折 右折車両の後、2台だけ通過

７．観光繁忙期等の渋滞状況

N

霧島神宮駅前交差点

至

霧
島
神
宮
駅
方
面

至 霧島神宮方面

至

霧
島
市
街
地
方
面

■霧島神宮駅前交差点の渋滞発生状況（例：右折車両による直進阻害）

約500m
滞留

写真① 写真②
至 鹿児島市街地

至 霧島神宮方面 至 鹿児島市街地

至 霧島神宮方面



７．観光繁忙期等の渋滞状況
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（５）令和７年ゴールデンウィークの一般道路の交通状況（本省記者発表資料抜粋）



７．観光繁忙期等の渋滞状況
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○令和7年のゴールデンウィーク期間中の一般道路の交通状況についても同様に公表(R7.5.16)。
○鹿児島県内では、「国道220号（垂水市）」で特に混雑が見られたエリアが確認されたため、今後要因分析を行っていく。

N

混雑地域 １割増加地域

３割増加地域

混雑区間 平日より1.5倍以上

時間がかかる混雑区間

うちGW期間
３日以上混雑

出典：国土交通省報道発表資料 （各地域の交通状況：見える化マップ）
https://www.mlit.go.jp/road/traffic/gw2025/

※メッシュ平均速度データから、所要時間が平常時
より1割以上増加した地域を混雑地域とする。

※区間平均速度データから、平均所要時間が平日
の1.5倍以上の区間を混雑区間とする。

県道326号阿久根停車場線
（阿久根市）
混雑区間 （GW3日以上混雑）

国道10号（鹿児島市）

国道58号（鹿児島市）

混雑区間 （GW3日以上混雑）

国道3号（鹿児島市）

混雑区間 （GW3日以上混雑）

国道220号（垂水市）

特に混雑が見られたエリア
（混雑地域と混雑区間が重複するエリア）

混雑区間 （GW3日以上混雑）
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８．次回鹿児島県交通渋滞対策協議会に向けた検討項目

①主要渋滞箇所の解除の検討
⇒解除フローに基づく主要渋滞箇所の解除候補箇所の提案 【国、県、市】

②主要渋滞箇所及び官民連携における対策
⇒令和７年度対策箇所の対策状況 【国、県、市、県警察】
⇒対策メニュー（ピンポイント渋滞対策等） 【国、県、市、県警察】

＜次回鹿児島県交通渋滞対策協議会に向けた主な検討内容＞

※【】内は主な検討主体

③交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策の実施
⇒令和７年度におけるＴＤＭ施策の実施状況 【国、県、市、県警察、ＮＥＸＣＯ】


